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17号池魚住みんな公園及び中尾親水公園指定管理者募集要項 

 

明石市（以下｢市｣という。）では、17号池魚住みんな公園及び中尾親水公園（以下「公園」

という。）の管理運営について、民間事業者等の専門性や創意工夫を活かすことにより、市民

サービスの向上と経費の削減を図り、より効率的かつ効果的に設置目的を達成するため、指定

管理者制度を導入することとしました。 

そこで、指定管理者となる団体を広く公募し、市民・利用者の視点に立った管理運営や公園

のさらなる利活用など、創意工夫のある提案を募集します。なお、提案いただいた内容につい

ては、指定管理者候補者選定委員会で審査を行い、これを受けて、市議会の議決を経た後、指

定管理者の指定を行います。 

 

１ 公の施設の概要 

（１）名称  

 ａ）  17号池魚住みんな公園 

ｂ）  中尾親水公園 

（２）所在地   

ａ）  明石市魚住町清水字猫谷１番ほか 

ｂ）  明石市魚住町中尾字新池７０１番３ 

（３）設置目的  

 自然とのふれあいやレクリエーション活動、健康運動、文化活動など、豊かな地域づくりの

拠点とするため。特に有料公園施設は、誰もが身近にスポーツに親しみ、楽しむことができるス

ポーツ活動の拠点とするため。 

 

（４）施設の概要     

ａ）17号池魚住みんな公園 

緑のグラウンド、多目的グラウンド、みんな広場、駐車場、トイレ、授乳室、着替え室、

管理棟など 

ｂ）中尾親水公園 

多目的広場、園路、植栽、遊具、トイレなど 

（５）運営に係る事項    

ａ）17号池魚住みんな公園      令和６年度利用者数（４月～６月） 

緑のグラウンド               （ 1，340人） 

    多目的グラウンド              （  1，856人） 

    会議室                  （     0人） 

    更衣室棟                           （      0人） 

 

２ 指定管理者が行う管理の基準 

（１）開場時間 

ａ）17 号池魚住みんな公園 

① 緑のグラウンド、多目的グラウンド、会議室、更衣室棟、授乳室、着替え室 

  午前９時から午後５時まで 

ただし、４月１日から８月３１日までにあっては、午前９時から午後６時まで 
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② 駐車場 

午前０時から午後１２時まで 

③ 指定管理者から、①を前提として開場時間の延長を提案することができます。 

（２）休場日 

ａ）17 号池魚住みんな公園 

① 緑のグラウンド、多目的グラウンド、会議室、更衣室棟 

  毎週月曜日（当該日が、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条 

に定める休日（以下「休日」という。）に当たるときは、その日を除く。） 

年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日まで） 

②  指定管理者から、①を前提として休場日の削減等を提案することができます。 

以上のほか、「明石市都市公園条例」、「明石市都市公園条例施行規則」並びにその他の管理基

準に従って、公園の管理を行わなければなりません。 

 

     

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

（１）明石市都市公園条例第１４条に規定する業務に関すること。 

   ① 公園（その一部を含む。以下この条において同じ。）の利用及びその制限に関すること。 

② 有料公園施設の使用料の徴収、還付及び減免に関すること。 

③ 公園の維持管理に関すること。 

④ 前３号に掲げるもののほか、市長が定める業務。 

（２）公園の安全対策に関すること。 

（３）その他、公園の管理運営に必要な業務。 

※ なお、具体的な業務内容及び達成すべき水準については仕様書に記載のとおり。 

 

４ 指定期間 

令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで（３年間） 

 

５ 使用料の徴収等 

有料公園施設公園については利用料金制を採用せず、使用料収入は市の収入とします。 

なお、指定管理者に対して、使用料の徴収等の事務を委託することとし、協定にその旨を規定す

ることとします。 

 

６ 指定管理料等 

（１）経費 

３で定める業務に係る経費は、指定事業、提案事業及びその他の収入と市が支払う指定管理料

をもって充てることとします。   

（２）指定管理料 

指定管理料については、３４，２４９，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限と

して、収支計画書で提案してください。上限額を超える提案を行った場合は、失格とします。 

市は、収支計画書で提示のあった金額を参考に、予算編成方針に基づいた予算編成作業の過程

を経て予算化し、年度協定で額を決定します。 

また、支払時期や金額等については、原則として、業務の履行を確認して四半期ごとに分割し
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て支払うこととしますが、詳細は年度協定で定めます。 

（３）経理の区分 

会計の手法は問いませんが、指定管理業務に係る経理と法人自体の経理を区分し、法人自体の

会計帳簿類と別に、指定管理業務に関する市の求める収支科目区分に沿った四半期ごとの収支報

告とこれに対応する会計帳簿類（仕訳帳及び総勘定元帳）又はこれに準じる勘定科目ごとの収支

明細の記録を作成し、これに対応する証憑類と併せて保管してください。（保管場所は問いませ

ん。）また、法人自体の会計帳簿類を含めて、これらの文書間で相互に整合が取れるようにして

ください。 

（４）指定管理料に含まれるもの 

  ・人件費：給料賃金、賞与、福利厚生費、退職給与引当金等を含む 

・事務費：印刷費、通信費、消耗品費等 

・管理費：外注費、水道光熱費、修繕費（ただし、１件当り５０万円を超える大規模繕費は、市

との協議事項とする。）等 

  ・物件費：備品（その性質形状を変えることなく、長期にわたり反復使用に耐え、保存すること

ができる物品（消耗品は除く））等の購入に必要な経費 

  ・負担金：市が加盟又は構成する各種団体に対する経費、研修会への参加費等 

・事業費：指定事業ほか本市が仕様書に掲げた業務、提案事業（指定管理者が提案し、市が設置

目的内の事業と認めた事業等）に要する経費 

・公租公課：消費税、印紙税等の租税 

  ・一般管理費：施設の管理運営に係る直接的な経費以外の本社機能に要する経費等。上記経費以

外の間接的なもの。積算根拠は算定式を示し明確にすること。 

（例 直接経費（人件費～事業費）〇％、月額○○円×12か月） 

 

７ 申請者の資格 

（１）応募資格 

指定期間中、当該施設の管理運営業務を円滑にかつ安定して遂行できる能力を有している法

人その他の団体（法人格は不問、個人は不可）で、次の要件をすべて満たすこと。 

① この募集要項の公表日において国税（法人税法人以外の団体にあっては代表者の所得税並

びに消費税及び地方消費税）及び明石市税の滞納がないこと（納めるべき明石市税がない場

合は、滞納がないものとみなします）。 

② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない

こと。 

③ 明石市契約規則第３条の規定に該当しないこと。 

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続きの申立てがなされていないこと。ただし、

更生手続開始の決定又は更生計画認可の決定が応募申請期日以前になされている場合はこの

限りではない。 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。 

⑥ 明石市の指名停止期間中でないこと。なお、この募集要項の公表日から指定管理者候補者

として決定を受けた日の前日までに指名停止措置を受けた場合は、応募資格を失うものとす

る。 
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⑦ 市長､副市長、地方自治法第１８０条の５の規定により市に設置する委員会の委員若しくは

委員（以下「市長等」という。）又は議員が、市に対し主として指定管理者の業務及び請負

をする法人（市長等の場合にあっては、市が資本金その他これに準ずるものを出資している

法人を除く。）の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、

支配人及び清算人である法人でないこと。 

⑧ 消費税の適格請求書等保存方式（以下「インボイス制度」という。）における適格請求書

発行事業者として登録を受けた団体等であること。ただし、当該施設の業務が消費税課税取

引に該当しない場合又は当該施設の特性上、利用者が適格請求書（以下「インボイス」とい

う。）を必要としない消費者や免税事業者、簡易課税制度適用事業者のみに限られることが

明確な場合はこの限りでない。 

（２）応募条件 

① グループで応募する場合は代表する法人を定めて下さい。 

② 単独で応募した法人は、他のグループ応募の構成員になることはできません。 

③ 複数のグループにおいて、同時に構成員になることはできません。 

④ グループの構成団体の変更は認めません。ただし、市が特に理由があると認める場合はこ

の限りではありません。 

（３）欠格事項 

申請者が次の要件に該当する場合は、その者を選定審査の対象から除外します。グループ応

募の場合は、代表団体及び構成団体のいずれも次の要件に該当しないこと。 

① 複数の事業計画書を提出した場合 

② 申請者及び申請者の代理人又はそれ以外の関係者が選定に対する不当な要求を行った場合、

もしくは選定委員会委員に個別に接触した場合 

③ 申請書類に虚偽又は不正があった場合 

④ 応募申請期限までに所定の書類が整わなかった場合 

⑤ 申請書類提出後に事業計画の内容を変更した場合 

⑥ 指定された面接審査の日時に遅参又は欠席した場合 

⑦ その他不正な行為があった場合 

 

８ 募集スケジュール 

（１） 募集要項の配布      令和６年７月２９日（月）～令和６年８月 ８日（木） 

（２） 施設の視察・現地説明会 令和６年８月１９日（月） 午後１時から 

（３） 質問の受付          令和６年７月２９日（月）～令和６年８月２２日（木） 

（４） 質問の回答          令和６年８月２８日（水） 

（５） 申請の受付          令和６年９月 ２日（月）～令和６年９月１１日（水） 

（６） 選定（面接審査）     令和６年１１月予定 

（７） 選定結果の通知      令和６年１１月予定 

（８） 指定議案の議決     令和６年１２月市議会へ上程予定 

（９） 指定の通知・告示    令和６年１２月予定 

（10） 協定の締結       令和７年１月予定 

（11） 業務の引継ぎ      令和７年２月～令和７年３月 

（12） 管理運営業務の開始   令和７年４月１日～ 
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９ 施設の視察及び現地説明会の開催 

公園の視察及び申請方法、提出書類などについての説明会を、次のとおり開催します。参加人数

は１団体につき２人までとします。 

（１） 開催日時 令和６年８月１９日（月） 午後１時から１時間程度 

（２） 集合場所 17号池魚住みんな公園（管理事務所） 

（３） 開催地  17号池魚住みんな公園（施設の説明等を現地にて行います。なお、中尾親水公園

については、当日は案内しませんので、必要な方は各自でご確認下さい。） 

（４） 参加申込方法 

   ① 郵送、ＦＡＸ又は電子メールで、以下の事項を記入の上、申し込んでください。 

    ア 団体（法人）の名称、所在地、代表者 

    イ 参加者の氏名 

    ウ 担当者名及び連絡先 

   ② 申込期限 

      令和６年８月９日（金）午後３時必着 

   ③ 申込先 

     〒６７３－８６８６ 

     明石市中崎１丁目５番１号 

明石市役所都市局都市整備室緑化公園課 

電 話：０７８－９１８－５０３９ 

     ＦＡＸ: ０７８－９１８－５１０９ 

     電子メールアドレス：kouen@city.akashi.lg.jp 

 

１０ 質問の受付及び回答 

（１）質問の受付  

   この募集要項及び仕様書等に関して質問しようとする場合は、質問書を電子メールにより提

出してください。なお、質問書の様式は任意としますが、以下の事項を明記してください。記

載に漏れのある質問には回答いたしません。 

① 受付期間   

令和６年７月２９日（月）から令和６年８月２２日（木）午後５時まで。 

  ② 宛先 

  電子メールアドレス：kouen@city.akashi.lg.jp 

  ③ 質問書記載事項 

・本件公募に関する質問であること 

・質問者の住所、団体名、代表者名、担当者名、担当者の連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号、

電子メールアドレス） 

  ④ 質問内容 

（２）質問に対する回答 

令和６年８月２８日（水）午後１時に市ホームページ（本件公募情報のページ）において公

表します。 
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グループ応募の場合のみ提出 

１１ 申請受付期間  

（１）申請書類の提出（受付）期間 

持参による場合は、令和６年９月２日（月）から令和６年９月１１日（水）まで（土曜日、日

曜日及び祝日を除く）とします。 

郵送による場合は、令和６年９月１１日（水）必着とします。 

（２）提出（受付）時間 

持参による場合は、午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までの間を除く。）としま

す。 

（３）提出（受付）場所 

〒６７３－８６８６ 

明石市中崎１丁目５番１号 

明石市役所都市局都市整備室緑化公園課（電話：０７８－９１８－５０３９） 

（４）提出方法 

直接持参又は郵送（書留等（簡易書留も可）の郵便局が配達し、明石市が受領した事実の証明

が可能な方法に限る。）とします。 

ただし、郵送による場合は締切日必着とし、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮し

ません。電送による提出は受け付けません。 

（５）提出部数 

１３部（正本１部、副本１２部）とします。※副本はコピーで可とします。 

（６）費用の負担 

申請に要する経費は、すべて申請者の負担とします。 

 

１２ 申請書類 

この要項により指定管理者の申請をしようとする法人その他団体は、次の申請書類及び添付書

類を提出してください。 

なお、提出された申請書類等は、理由の如何を問わず返却しません。 

（１）申請書類 

① 明石市指定管理者指定申請書………（様式第１号） 

② 申請者の概要…………………………（様式第１号の２）  単独応募の場合のみ提出 

③ 主な同種業務実績……………………（様式第１号の３） 

④ 共同事業体構成表……………………（様式第１号の４）  

⑤ 団体の概要（代表団体用）…………（様式第１号の５） 

⑥ 団体の概要（構成団体用）…………（様式第１号の６） 

⑦ 主な同種業務実績（代表団体用）…（様式第１号の７） 

⑧ 主な同種業務実績（構成団体用）…（様式第１号の８） 

⑨ 共同事業体構成届出書 ……………（様式第１号の９） 

共同事業体における業務分担等各構成団体の役割や責任体制を記載してください。 

内容確認のため、団体間で締結した協定書等（写し）の提出を求めることがあります。 

⑩ 事業計画書（運営方針）………（様式第２号） 

施設運営のための基本的な考え方や具体的な取組方針に加え、利用者サービスの向上、利用

者の意見等を運営に反映させる方策などについて、具体的に記載してください。 

⑪ 事業計画書（運営体制）………（様式第２号の２） 
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施設の運営体制の基本的な考え方、施設業務（本社を含む）ごとの人員配置計画及び勤務

体制、職員の研修や指導監督等について記載してください。 

人員については、正規、派遣、パート、アルバイト等の区別を記載してください。 

・バックアップ体制……………（様式第２号の２詳細１） 

・従事予定者表…………………（様式第２号の２詳細２） 

・従事体制予定表（シフト表）（様式第２号の２詳細３） 

⑫ 事業計画書（実施事業）………（様式第２号の３） 

実施事業に対する基本的な考え方、具体的な指定事業・提案事業・独自事業の企画提案と取

組方法、貴団体の業務実績とセールスポイントを記載してください。その中には、公園の利活

用や賑わいづくりに資する事業(教室等)の提案を必ず含めて下さい。 

※指定事業：施設の設置目的の範囲内で、市が仕様書で実施を指定した事業 

※提案事業：指定管理者からの提案を受け、市が施設の設置目的内と認めた事業 

※独自事業：本来の指定管理業務ではないが、施設の魅力向上等を目的として指定管 

理者が独自に行う事業。実施の際は、施設を使用する一般の利用者と同 

様に使用許可、目的外使用許可を受けて行う。事業のための経費を指定 

管理料から支出することはできない。 

・実施事業提案理由書…………（様式第２号の３詳細１） 

・実施スケジュール表…………（様式第２号の３詳細２） 

⑬ 事業計画書（施設貸出し業務）………（様式第２号の４） 

施設貸出し業務の基本的な考え方と具体的な実施方法、広報、営業等の具体的な方法、目

標とする利用率・稼働率、利用率アップのための具体的な方策、貴団体の業務実績とセール

スポイントを記載してください。 

⑭ 事業計画書（維持管理業務）（様式第２号の５） 

維持管理の基本的な考え方と具体的な維持管理方法、安全（事故防止）対策、貴団体の業務

実績とセールスポイントを記載してください。 

・安全管理マニュアル………（様式第２号の５詳細１） 

・実施スケジュール表………（様式第２号の５詳細２） 

⑮ 事業計画書（その他）…………（様式第２号の６） 

個人情報の保護、情報公開、防犯・防災対策、環境への配慮、地域への貢献等について、

具体的な方策を記載してください。 

⑯ 収支計画書……………………（様式第３号） 

事業計画書の提案内容に基づき、年度ごとに収入・支出額を積算し、記載してください。

（年度ごとの収支見込が同じ場合は、１枚でも結構です。） 

指定管理料は、６の（２）で掲げた上限額の範囲内で提案してください。 

・明細・内訳・資料     （様式第３号明細１～１２） 

⑰ 実施事業収支計画書…………（様式第３号の２） 

指定事業・提案事業・独自事業について、事業区分を明確にし、事業ごとの収支計画を記載

してください。 

（２） 添付書類 

①  当該団体の定款又は寄付行為の写し及び登記簿の謄本（法人以外の団体にあっては、これに 

 替わる会則等） 

②  経営状況を説明する書類及びその他決算書類 
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・公認会計士による監査報告書の写し（直近のもの） 

・法人税の申告書の写し（直近のもの） 

・直近３年間の貸借対照表、損益計算書等 

③  類似業務の実績に関する書類 

④ 現在の組織や人員体制を示す書類（会社概要等のパンフレットでも可。） 

⑤ 法人等の事業計画書及び収支予算書（申請書提出日の属する年度） 

⑥ 国税の滞納がないことを証する納税証明書（この募集要項の公表日の１ケ月前以降の日付の 

 もの。写しも可。） 

⑦ グループ応募の場合は、すべての構成団体について、法人等の設立趣旨、資本金、事業内容、

組織、人員数等、事業者の概要がわかるもの。 

⑧  市が必要と判断した書類 

 

１３ 選定の基準 

 （１）審査方法 

 提出された申請書類に基づき、選定委員会で審査し、第３順位まで候補者を選びます。 

審査に当たっては、次の審査基準及び評価項目に照らした書類審査及び面接審査（令和６年 

１1月上旬頃）を実施し、総合的に判断します。 

なお、面接審査については、書類審査の上位３者を対象者とし、当該対象者には,面接日時等

を連絡します。 

（２）審査基準 

明石市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年条例第２２号）第４

条の規定に基づき、審査基準を以下のとおりとします。 

① 施設利用者の平等な利用の確保が図られるものであること。 

② 施設利用者へのサービスの向上が図られるものであること。 

③ 施設の効用を最大限に発揮するものであること。 

④ 施設の適切な維持及び管理が図られるものであること。 

⑤ 施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

⑥ 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保 

できる見込みがあること。 

（３）評価項目 

（２）の審査基準に基づき、評価項目及びその配点を別表（評価項目表）のとおりとします。 

（４）選定及び選定結果の公表 

審査の結果、選定委員会が最も評価点の高かった団体を市長へ推薦し、これを受けて市長が指

定管理者候補者として選定します。 

 

  １４ 協定の締結等 

（１）基本的な考え方 

指定管理者を指定した後、市と指定管理者双方の意思を確認するため、管理運営業務に関し

て、指定期間中の包括的な事項を定めた協定を締結します。 

   なお、協定に定めのない事項や協定内容に疑義が生じた場合は、改めて協議します。 

（２）協定の事項は概ね次のとおりです。 

① 総則に関する事項 
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     目的、協定期間（指定期間）、管理運営を行う施設など 

   ② 業務の範囲に関する事項 

管理運営業務の内容等、法令の遵守、解釈の基準など 

  ③ 経費に関する事項 

    指定管理料、使用料等、口座の管理及び経理の区分など 

④ 業務の基準に関する事項 

施設の修繕、設備・備品等の管理、業務主任者等の配置・選任・責任の分担、個人情報の

保護、情報の公開、環境への配慮、苦情・要望等への対応、利用者アンケートなど 

⑤ 事業報告及び業務報告等に関する事項 

     事業計画書の提出、業務報告の聴取等、事業報告書の作成・提出、指定の取消しなど 

⑥ 損害賠償及び履行保証等に関する事項 

     損害の賠償、履行保証、施設等の損傷、施設賠償責任保険への加入など 

  ⑦ 安全対策等に関する事項 

     事故報告等、危機管理・安全対策、地域防災計画への協力など 

   ⑧ 業務終了時の対応に関する事項 

    原状回復義務、業務の引継ぎ、業務終了時の費用負担など 

   ⑨ その他 

    目的外使用の禁止、第三者への委託の禁止、協定の改正、疑義等の解決など 

 

１５ 責任分担 

市と指定管理者との責任分担は、概ね次表のとおりとし、詳細は協定で定めます。 

項 目 指定管理者 市 

施設の運営管理・維持管理 ○ 
 

施設・設備の修繕の実施 

○ 

経年劣化による小規模なも

の 

○ 

左記以外 

事故・第三者による施設・設

備・資料等の損傷 

○ 

・指定管理者として注意義務

を怠ったことによるもの 

・上記以外の事由によるもの

で小規模の損傷 

○ 

左記以外 

利用者・第三者への賠償 

○ 

指定管理者として注意義務

を怠ったことによるもの 

○ 

左記以外 

不可抗力（風水害・地震・感染

症の大規模な流行、騒乱・暴動

等）に伴う施設・設備の損傷及

び事業履行不能 

協議により定める 
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１６ 業務実施状況の監視等 

（１） 業務実施状況のモニタリング 

市は、指定管理者が行う管理運営業務の実施状況を把握し、良好な管理状況を確保するた

め、仕様書に定める基準に基づき、次の方法等によりモニタリングを実施します。 

モニタリングの結果、指定管理者の管理運営業務が要求水準を維持していないと判断した

場合、市は、業務の改善等必要な指示を行い、改善が見られない場合は、業務の停止、さら

には指定の取消しを行います。 

①  業務報告 

例月（四半期）ごとに事業進捗状況報告書（管理運営業務の実施状況・収支状況等）を作

成し、市まで提出してください。 

②  立入検査 

市は、随時、管理運営業務の実施状況について、現地での確認等を行います。 

（２） 施設利用者のアンケートの実施 

     指定管理者は、施設利用者へのサービス向上を図るため、アンケート調査等により施設利

用者の意見や苦情等を聴取し、これらの内容と業務改善への反映状況について、業務報告を

合わせて市に報告して下さい。 

（３） 帳簿類等の提出要求 

     監査委員等が市の事務を監査するために必要があると認める場合、指定管理者は、帳簿、

書類、その他の記録を提出しなければなりません。 

 

１７ 事業報告 

（１） 事業報告書の提出 

      前年度の管理運営業務について、次の内容を備えた事業報告書を作成し、毎年５月末      

までに市へ提出してください。なお、事業年度は４月１日から翌年３月３１日までとし      

ます。 

①  管理運営業務の実施状況 

②  公の施設の利用状況（利用者数及び利用拒否の件数・理由等） 

③  使用料等の収入実績 

④  指定管理料の収支状況 

⑤  その他管理状況を把握するために必要な事項（個人情報の取扱い状況等） 

⑥  顧客満足度（アンケート調査等の結果） 

⑦  指定管理者による自己評価 

（２） 評価の実施 

      提出された事業報告書に基づき、管理運営業務の実施結果についての評価を行います。 

      なお、評価に際しては、外部の有識者から評価や意見等を求める場合があります。 

 

１８ 次年度の事業計画 

（１） 事業計画書等の提出 

      次年度以降の事業計画については、利用者の意見や市からの指示等に基づき、１０月末ま

でに次年度の詳細な事業計画書及び収支計画書を提出してください。 

（２） 事業計画の確定 

      提出された事業計画書及び収支計画書に基づき、市と指定管理者との協議の上、次年度の
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事業計画を決定します。 

 

１９ その他 

（１） 業務の引継ぎについて 

      指定期間の終了又は指定の取消しにより、次の指定管理者等に業務を引き継ぐ場合は、円

滑な引継ぎに協力してください。 

（２） 関係法令の遵守 

      業務の遂行に当たっては、法律や市の条例等の関連法規は遵守してください。 

①  法律等  ：都市公園法、地方自治法、労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法、個人

情報の保護に関する法律など 

②  市の条例 ：明石市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例、明石市都

市公園条例、明石市情報公開条例など 

（３） 保険の扱い 

      市は、市に法律上の賠償責任が生じることによって被る損害をてん補する全国市長会市民

総合賠償保険に加入しています。ただし、指定管理者の独自の事業（条例に定める業務以外

の業務で、市から実施を求めていない業務）については、この保険の対象外となります。 

施設の火災保険は市が加入していますが、指定管理者の過失等が原因で発生した火災につ

いては、指定管理者へ求償する場合があります。 

（４） 履行保証 

    指定管理者は、市との協定に当たって、明石市契約規則（平成５年規則第10号）第25条及

び第26条に規定する契約保証金の扱いに準じ、指定管理料の10分の１以上の保証金を納めな

ければなりません。ただし、指定管理者が市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した

ときは、保証金の全部又は一部を納めないことができます。 

      なお、納めた保証金は、指定管理業務完了後、還付します。 

（５） 第三者への委託 

      清掃、警備といった個々の具体的業務を指定管理者から第三者へ委託することは差し      

支えありませんが、管理運営業務を一括して委託することはできません。 

      なお、委託先事業者の選定にあたっては、必要に応じて公募や見積り合わせを行う、書面

による契約を徹底するなど、業務の質とコスト効率性の維持・向上を図り、委託契約の公正

性・透明性を確保するための措置を講じるように努めてください。ただし、市がこれまで委

託していた業務について、従前事業者の実績を考慮し、その活用を提案することはできます。 

（６） 職員雇用の条件 

従事者の雇用に当たっては、雇用及び労働条件について、労働基準法（昭和２２年法律第

４９号）、職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５

７号）等関係法令を遵守しなければなりません。 

（７） 明石市行政オンブズマンによる調査への協力 

      17号池魚住みんな公園、中尾親水公園の指定管理業務について、明石市行政オンブズマン

から、調査への協力を求められたときは協力してください。 

（８） 地域防災計画（避難所運営）への協力 

明石市地域防災計画により、中尾親水公園は一時避難地となっています。災害の恐れがある

場合には、避難者の受け入れ等避難施設として必要な体制の確保を行い、市より派遣される職

員の指示に従い、市の運営に支援協力していただきます。 
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【問合せ先】   １ 担 当 部 課   明石市役所都市局都市整備室緑化公園課 

２ 住 所   〒６７３－８６８６ 

明石市中崎１丁目５番１号 

３ 電 話 番 号   ０７８－９１８－５０３９ 

４ F A X   ０７８－９１８－５１０９ 

５ E－ m a i l    kouen@city.akashi.lg.jp 
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別表（評価項目表） 

審査基準 評価項目 配点 

 

提 

案 

内 

容 

 

 

①平等利用 

の確保 

 

 

 

②サービス 

の向上 

 

 

 

 ③効用の最

大限の発揮 

 

 

 

④適切な維持 

管理 

１ 事業計画に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営方針 

施設の設置目的に合致した方針 

 

10 点 

利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上 

利用案内、広報活動など利用促進の工夫 

利用者の意見等を運営に反映させるしくみ等の整備 

運営体制 

運営体制の基本的な考え方 

20 点 
施設ごとの人員配置と勤務体制 

業務ごとの人員配置と勤務体制 

職員の研修や指導監督等 

実施事業 

実施事業の実施についての基本的考え方 

15 点 実施事業の企画提案と取り組み方法 

業務実績とセールスポイント 

施設貸出し業

務 

施設貸出し業務についての基本的考え方 

5 点 利用率アップのための取り組み 

業務実績とセールスポイント 

維持管理業務 

維持管理業務についての基本的考え方  

15 点 

 

安全（事故防止）対策 

業務実績とセールスポイント 

 

 

その他 

個人情報保護、守秘義務 

5 点 

情報公開、文書管理 

防犯・防災対策 

環境対策への配慮 

すべての人への配慮 

子育て支援に関する取組み 

地域への貢献 

⑤管理経費 

の妥当性 

２ 収支に関すること  

収支計画 収支計画の妥当性及び事業収支計画の妥当性 10 点 

⑥経営規模 

及び能力 

３ 団体に関すること  

経営規模・経営

能力 

事業概要及び業績 

10 点 
組織及び人的基盤 

財政基盤及び決算状況 

類似施設等の運営実績 

提
案
価
格 

  ※価格点（10×最低提案価格／当該提案価格） 10 点 

  合          計 100 点 

※ 提案価格の審査については、各団体からの提案価格のうち最低提案価格に対する割合に応じて、提案

価格の点数＝10 点×最低提案価格／当該提案価格の計算式で得られた点数を、提案価格の得点とします。 


